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平成３０年度第１回袖ケ浦市子ども･子育て支援会議 

 

 

１ 開催日時   平成３０年６月２５日（月） 午前１０時開会 

 

２ 開催場所   市役所旧館３階大会議室 

 

３ 出席委員 

委員長 片倉 憲太郎 委 員 宮野 達也 

副委員長 柳瀬 芳枝 委 員 和田 操 

委 員 福原 祐子 委 員 大熊 賢滋 

委 員 小熊 良 委 員 塚本 勝彦 

委 員 小林 清子 委 員 寺田 陽一 

委 員 福島 桜子 委 員 伊藤 桂子 

委 員 田中 直子 委 員 中島 友子 

委 員 髙橋 悦子 委 員 阿蘇 由紀子 

 

４ 欠席委員 

委 員 佐藤 ちひろ 委 員 菊島 啓 

委 員 小貫 篤史 委 員 神﨑 保 

 

５ 出席職員 

福祉部長 根本 博之 

子育て支援課長 生方 和義 

子育て支援課副課長（子育て環境推進班長事務取扱） 齋藤 智宏 

子育て支援課こども家庭班長 半沢 佐知子 

子育て支援課子育て環境推進班 副主査 巽 浩二郎 

子育て支援課子育て環境推進班 主任主事 川島 秀之 

保育課長 高浦 正充 

保育課保育班長 勝畑 孝光 

学校教育課副参事（指導班長事務取扱） 鈴木 大介 

学校教育課副課長（学事保健班長事務取扱） 竹川 義治 

 

６ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員   ５人 

傍聴人数   １人 

 

７ 議題 

（１）子育て支援施策について 

（２）その他 
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８ 議事 

 

１ 開 会  

 

２ 委員長挨拶  

※委員長より挨拶 

 

３ 委員紹介  

※各委員自己紹介 

 

４ 職員紹介  

※事務局職員紹介 

 

５ 議 題  

 

（１）子育て支援施策について 

 片倉議長 

それでは、議題に入ります。 

議題（１）子育て支援施策について、事務局より説明をお願いします。 

 

 ※事務局から資料により説明 

 

【 質疑・応答 】 

 

 片倉議長 

ただ今、事務局から子育て支援施策について説明がありました。 

ただ今の内容について、ご意見、ご質問があれば、お願いいたします。 

はい、田中委員。 

 

田中委員 

 子育て世代総合サポートセンターと産前産後ヘルパー派遣事業について、利用者はどの程度いる

のか、教えていただければと思います。 

 

片倉議長 

事務局お願いします。 

 

事務局 

子育て世代総合サポートセンターについては、平成２９年４月に開設し、昨年度は合計７６８件

の相談を受けております。内訳としては、妊娠届が６９９件、その他子育てや発達に関する相談が

６９件となっております。産前産後ヘルパーについては、同じく平成２９年４月から開始し、昨年

度は１６名の利用がありました。 

 

片倉議長 

よろしいですか。他にありますか。 

はい、塚本委員。 
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塚本委員 

施設や定員の拡充を図ってきたということで、それは素晴らしいことだと思いますが、保育士が

不足しているという話も聞きます。今後、保育士をどのように確保していくのか、検討はされてい

るのでしょうか。 

 

片倉議長 

事務局お願いします。 

 

事務局 

私立保育所の場合、保育士の確保そのものは各園が行いますが、袖ケ浦市としては、昨年１０月

から保育士１人に月２万円の補助を行っています。これは県と市が１／２ずつ負担して保育士確保

の支援策として実施しております。 

 

片倉議長 

よろしいですか。他にありますか。 

はい、阿蘇委員。 

 

阿蘇委員 

認定こども園等新たに開設された施設が多数ありますが、入所について、現在待機している児童

はいるのでしょうか。 

 

片倉議長 

事務局お願いします。 

 

事務局 

最新の６月１日時点の数字ですと、国基準の待機児童は０名になりますが、特定の施設を希望さ

れて待たれている方は４８名になります。年齢別の内訳としては、０歳児が１４名、１歳児が１７

名、２歳児が１１名、３歳児が６名で、ほとんどが３歳未満児となっています。 

 

片倉議長 

よろしいですか。他にありますか。 

それでは意見がないようですので、子ども・子育て支援施策についての議題を終了いたします。 

 

（２）その他  

片倉議長 

次に、議題（２）その他について、事務局より説明をお願いします。 

 

 ※事務局から「袖ケ浦市子ども・子育て支援会議 平成３０年度の予定」により今年度の会議予

定について説明 

 

【 質疑・応答 】 

 

片倉議長 

ただ今、その他として今年度の予定について説明がありました。 

ご意見、ご質問があれば、お願いいたします。 
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はい、中島委員。 

 

中島委員 

今年度の予定に関することではありませんが、昨年度の会議で、袖ケ浦海浜公園の一部の遊具が

使用できない状態になっている件について質問したことがありました。海浜公園は市ではなく県の

所管ということですが、未だに遊具が使用できず、草も伸びている状況です。毎年小学校の遠足で

海浜公園まで行きますが、その時もずっと遊具が使えずロープが張られているだけの状態でした。

そのような状況が長く続いており、そのことについての説明書きなどもなく、子どもがその遊具を

使って遊んでいるのを見かけましたが、子どもがロープに引っかかって事故になるということも考

えられ、管理が行き届いていないように見受けられます。所管に関わらず利用者にとって状況は変

わらないので、市から迅速に打診してほしいところです。 

 

片倉議長 

事務局お願いします。 

 

事務局 

 昨年度の会議で回答させていただいた内容としては、所管する千葉県港湾事務所に確認したとこ

ろ、一部の遊具について、予算の範囲内で年度内に修繕をする見込みということですが、具体的な

修繕の時期については未定ということでした。その後の状況までは事務局側で確認ができておりま

せんでしたので、再度県に確認の上、状況改善の見込みがないようであれば、対応を検討したいと

思います。 

 

片倉議長 

 他にありますか。はい、和田委員。 

 

和田委員 

 会議予定のことではありませんが、大阪で発生した地震に関して、各学校や保育所で安全点検さ

れているとは思いますが、通学路にある民地のブロック塀について、市ではどのような対応を考え

ていらっしゃるか、教えていただければと思います。 

 

片倉議長 

事務局お願いします。 

 

事務局 

 通学路において子どもの安全をいかに守るかについては、喫緊の課題と考えております。実は大

阪の地震の発生以前から、市の関係部署や警察と連携して、通学路安全対策協議会を立ち上げ、年

数回現地確認を行いながら危険個所を洗い出して対策を講じるということを実施してきました。今

回の地震を受けて国から通知が出されており、市は、通学路の一定の範囲内にあるブロック塀の状

況を確認します。自分で自分の身を守る、自助・共助の力をいかに付けさせるか、ということが教

育部門に求められていることと考えています。倒れてこない、落ちてこない、移動してこない、そ

ういった危険性があるものを察知してそこから離れるという力を子どもたちに付けさせるという

ことを、今後も力を入れてやっていきたいと考えています。 

 

和田委員 

 通学路での子どもたちの安全を守る上でも、現地の確認は引き続きやっていただきたい。もう一
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点、ある自治体が補助金を出すというような報道が見られますが、そのような具体策は考えておら

れるでしょうか。 

 

片倉議長 

事務局お願いします。 

 

事務局 

 本日は担当部局の職員がおりませんので詳細までお答えできませんが、ブロック塀等の倒壊防止

に関するものとして、新たに生垣を設置する際の費用に対する補助金があります。また、生垣の設

置ではありませんが、新しくまちづくりが行われている一部の地区においては、地区計画という都

市計画の規制によって、高く積み上げたブロック塀などは設置できないような形で制限が設けられ

ています。 

 

片倉議長 

 これからの基準については、そのようになっていくと思いますが、これまでの通学路の見直しも

早急に考えていかなければならないと思います。 

 他にありますか。はい、中島委員。 

 

中島委員 

最近、不審者の目撃情報や遭遇情報が多く見受けられますが、件数的に今までよりも多くなって

いるような気がします。報道でも、身近な人物が挙がっていたり、保護者としても怖いと感じるの

で、そうしたことに対する対策はありますか。 

 

片倉議長 

事務局お願いします。 

 

事務局 

 不審者の目撃情報については、新潟県の事件があったこともあり、我々も注意を払っているとこ

ろです。感覚として多くなっているとおっしゃられたのは事実で、５月末時点での不審者情報の件

数では、昨年度は４件程度だったのが、今年度は１１件です。ただ、不審者情報の内容は、曖昧な

ものからかなり時間が経過したもの、こちらを見ていたような気がするというものから実際に声を

掛けられたというものまで、不確かなものから正確なものまで含めたものとなっています。実際に

声を掛けられたというような確かな情報であれば、生活安全メールで一斉に送信します。情報が不

確かという場合には、各学校を通じて保護者の皆様に連絡メールでお伝えして、注意喚起をしてい

ます。不審者情報は、内容の信ぴょう性に関わらず、市のスクールサポーターがすぐに対応します

し、警察の生活安全課にも連絡してパトロールします。また市民活動支援課とも連携して、その場

所を重点的にパトロールします。しかし、これで万全というものではありませんので、今月１５日

付の市の広報で「ながらパトロール」の協力をお願いしています。「ながらパトロール」は、オレ

ンジ帽子をかぶって、犬の散歩をしながら、買い物をしながらパトロールをしていただける方を募

っています。子どもたちを見守る眼が一人でも多くなるようにお願いをしているところですので、

関心を持っていただければありがたいと思います。 

 

片倉議長  

よろしいですか。他にありますか。ないようですので、その他の議題を終了します。 

本日は、皆様の貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。 
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本日の議題は全て終了しましたので、進行を事務局に戻します。 

 

７ 閉 会  


